
施設の設置の目的が
達成されること。

90点
（15点×6人）

利用者の平等な利用
が確保されること。

90点
（15点×6人）

住民サービスの向上
が図られること。

150点
（25点×6人）

施設の効用が十分に
発揮されること。

120点
（20点×6人）

施設を安全に管理す
るための措置が図ら
れること。

180点
（30点×6人）

その他
60点

（10点×6人）

施設の管理に係る経
費の節減等が図られ
ること。

180点
（30点×6人）

1020点
（170点×6人）

※　選定基準点（選定することができる最低基準点）は、　612　点である。

選考した指定候補者 一般社団法人君津市観光協会

当該指定施設の
管理を安定的に
行う人員、資産
その他の経営の
能力を有してい
ること。

施設の管理を安定的
に行う人員、資産そ
の他の経営の能力を
有していること。

150点
（25点×6人）

97

114

計 680

当該指定施設の
運営に関し利用
者の平等な利用
が確保され、及
び当該指定施設
の効用が十分に
発揮されるもの
であること。

66

60

101

85

113

44

君津市久留里観光交流センター久留里観光案内所の選考結果について

経済環境部指定候補者選考委員会

申請することができる団体等の資格等（有・無）

一般社団法人君津市観光協会

有

選定基準 選考基準 配点

採点結果

一般社団法人君津市観光協会


